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疋田教諭分限免職取消訴訟ニュ－ス  No.11 2009/2/13 付録編 

 被告側準備書面（３）（2008/12/5)について 

 今回、被告側は、小平５中での、澤川校長赴任前の出来事と、疋田教諭の前任校、東久留米

西中学校での出来事を持ち出してきています。 

 実は、これらもすでに、解決済みではありますが、当時の管理職、市教育委員会、都教育委

員会等の不可解な対応により、疋田教諭が被害を被った事件でもありました。すでに疋田教諭

は一つひとつに反論・説明を準備しています。 

 被告準備書面（３）も原告準備書面（５）とともにホ－ムペ－ジにアップしました。そして

ホ－ムペ－ジに詳しい解説をつけておきましたが、改めてここでも説明をさせていただきます。 

 この今回の被告側準備書面（３）はお読みになればわかるように、これまで出してきた「後

だし理由」を強調するとともに、さらに「後だし理由」を追加しています。そしてあたか

もその主張の証拠となるかのように、不可解な資料を合わせて提示し、疋田教諭は以前か

ら「問題行動」を行ってきた教諭であり、また嘘つきなのだと、虚偽・曲解による主張を

ただただ繰り返しています。 
  
１） PTA会報での教職員紹介記事掲載のためのアンケ－トへの回答について 

 例えば、被告側は 2007年 8月の答弁書で 
 

 
  
と書いています。このアについては、今回、原告準備書面（５）で、そこに書かれている

事件を立証するために出された書類が、余りにも不合理なものであったことを指摘してあ

ります（原告準備書面（５）では、このように、今回の処分が、当該教員を陥れるように、

偽造「証拠」を捏造して処分がなされている問題を強調しておきましたので、処分理由に

正式に挙がっていないこの事件に実像については、あえて触れませんでした。しかし、こ

こであえてこの事件に実像について簡単に後生回するなら、次のようなことになります。

つまり、疋田教諭が当時、試合前、緊張していた生徒を、日頃、冗談まじりで「相互に」

軽く叩き合う関係の中で、「気合をいれてください」という親の声にうながされるように、

生徒の緊張をほぐすために、生徒のほほを殴ってしまったことは確かなのだそうです。疋

田教諭は当時を振返り、あまり言い気持ちではなかったと、今、語っています。当時はし

かしまだ、疋田教諭は「強度のスキンシップ」は教育活動として必要だと考えていて、そ

れは「体罰」には当たらないと考えていたのです）。 
 ところで、今回の被告準備書面（３）では、被告は上記のイを再度強調しています。 
 



 2

 

 
  
そもそも｢澤川校長から再三にわたり『私物の整理』を指示されていた」ということ自

体が「虚偽」なのですが、今回、改めて再度、強調された PTA会報について、それは PTA
委員会が教職員を紹介しようという意図でアンケ－トをとって、それに回答したものだっ

たのです。 
 「お名前 担任・副担任学級 担当教科 部活顧問 質問  
    A. 中学生の頃何になりたかったですか？  
    B. 今までの人生で, 一番幸せを感じたことは何ですか？  
    C. 今まで一番こわい思いをしたことを何ですか？  
    D. 今、宝くじ一等があたったら何につかいますか？」  
この質問項目からは、PTA会員相互の親睦を意図したのではないかと想像される、愉快

な質問内容です。このようなことを考えると、疋田教諭の愉快な回答は的外れではないと

思われます。そういう「教職員紹介」の記事に、広報委員会メンバ－でもない岡崎教頭が

「正式名を記載するように求めた」こと自体、不思議な対応と思われます。当時、岡崎教

諭がそのようなことを強く求めたのだとしたら、それ自体異常なことだったのではないで

しょうか。 
疋田教諭は岡崎教頭が強く求めたとは受けとめていなかったし、また PTA広報委員会も、

疋田教諭の回答による名前の掲載を問題とは考えなかったので、掲載したのでしょう。 
こんなことを教員として不適格であるとする根拠にするのは、教育の「適格性」に関す

る、被告側の認識のゆがみを露呈するものであると思われます。アンケ－ト、紹介記事の

意図を上手にとらえて、愉快に、柔軟に回答するのはむしろ「適格性」の表れかと思いま

す。事実、他の先生方の多くが、 A～Dの質問に、とても楽しい回答を寄せ、それらが掲
載されています（Aには「キレモノ」、Bには「ひ、み、つ！」とか「今がつらくなるので
思い出したくない・・・」と愉快に回答する先生もいました。また A に「ヒッピ－」、C
に「考えの違う人との話し合い」と、大胆に書いている先生もいます。ちなみに、疋田教

諭は A「売れないフォ－クシンガ－」、B「おだやかな春の日ざしの中で、草の香りがする
芝生の上に寝転んで、青い空に吸いこまれそうになった時」、C「深夜真っ暗な中を山奥の
バンガロ－まで 4WD 車に乗って行き, 朝,明るい中で見たら駐車した所が断崖の上だった
とき。」、D「再び当てるために宝くじを買い占める。」と書いています）。 
 なお、さらに付言すれば、小平５中は疋田教諭が赴任した当時はまだ PTAがなく、疋田
教諭は当時の生徒の保護者のみなさんとともに、PTAづくりに積極的に取り組んで、当時
ようやく広報を発行できるまでになったのだそうです。 
 また当時、この PTA会報の記事については何も、事件は起きていません。 
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２） 前任校での事件について 
 被告は今回の準備書面（３）で、以下のように前任校のことを書いています。 

 
 しかし、そこで証拠書類として出されている乙４１という文書は、「告発文」という題名

で、「東久留米市立西中学校 『西中学校の教育を考える会』」という差出人から、東京と

教育委員会に出されたらしいもので、実際には誰が書いたものなのか、当時、その書き手

が分からず、大問題になったものでした。疋田教諭を誹謗・中傷する文書が出されらしく、

そこから疋田教諭の授業に突然、教育委員会から視察が来て、写真をとるということまで

起きたのだそうです。そこで正式な PTA組織がこのような対応をきちんと批判し、総会を
開いて議論し、役員会が以下のような文書をまとめて公表しました。 
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当時、保護者の何人かが教育委員会に抗議に行き、結局、この事件は収束したようです。 
 上記の文面にあるように、当時は、どのような「告発文」が出されたのか、そのものを

見ることはできなかったとのことで、今回、ようやくその正体が、被告側から出されたと

いえます。 
 被告側が証拠資料として出してきた、匿名の「告発文」は以下のものです。 

 
  その一つひとつが、事実を歪めて書いており、まさに誹謗中傷となっています。 
  疋田教諭がその一つひとつについて書いたその説明をもとに少し紹介すれと、例えば、 
「一」 理科室については、当時の教え子は、さまざまな教材があったが、「ゴミ同然の

私物」などとはとても思えなかったと反論の陳述を書いてくれました。 
「二」 は当時、更衣室の床が寒く、それを補うための対応として、校内から下に敷くも

のを手配したことはあったようですか、それは疋田教諭が行ったことではなく、

また、疋田教諭が更衣室に寝泊りなどはありません。階段の踊り場にソファ－を

おいたのは、かなり広めのその踊り場で、生徒たちがケンカをはじめたりするた

め、少しゆったりと落ち着いた雰囲気にしたいという話があって、それに対応し

た工夫だったとのことです。 
「三」 は校地外研修費を使い切れない当時の状況の中で、それなら性教育の研究会に積

極的に活用しましょうということになったとのこと。 
「四」 で，「被害生徒が交番にまで駆け込んで訴えた」というのは、実は、生徒の｢狂言」

であったことを、生徒自身が告白して、解決しています。 
他校に殴りこみに行くといいきまいていた生徒を静止したところ、疋田教諭に体

罰を受けたと「狂言」して交番で訴えた生徒がいて、病院に連れていったところ、

｢狂言」だった、何か都合が悪いときは教師から「体罰」を受けたといえばいい

と塾の先生に指導されたので、そうやってみた、と告白したとのことです。 
実は、この｢告発文」に書かれていることは、疋田教諭が 2003 年 9 月からマス
コミで攻撃を受け、特に産経新聞の河合記者が書いた「マンデ－リポ－ト」の中

で、書いている内容と重なっています。 
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 この東久留米の「告発文｣事件は、健全な PTA集団の対応で、乗り越えることができた
わけですが、そのような問題を今、再び持ち出し、当時、その非常識さを露呈していた同

じ文書を使って、疋田教諭をまたもや攻撃するという、今回の被告側の姿勢、その非常識

さに、裁判をなめているのか、裁判を見つめている常識ある人々をなめているのかと、あ

きれてしまいます。 
 
３） 理科の授業で紹介した、元素記号を暗記するための「語呂合わせ」について 
 今回はまた、疋田教諭が「1998年 10月中旬頃」小平５中で行った理科の授業で、元素
記号の覚えたかとして紹介した語呂合わせについて、「不適切な表現を用いたことを保護者

から指摘され、平成 11年 11月には小平市教委から厳重注意をうけているのである」と書
いて、2003 年 5 月の事件以前から、疋田教諭は「問題行動」を行っていたと主張してい
ます。 

 
実はこの語呂合わせを紹介したことをめぐって、当時、ちょっとした事件が起こったこ

とは確かです。本来事件になどなるようなことではありませんでした。今回、当時の疋田

教諭がこの「語呂合わせ」を紹介したときの授業のこと、また紹介した意図などをより丁

寧に聞いたところ、それは批判されることというよりも、むしろ、卒業生とのつながりな

ど、教師と生徒との学びあう関係を示唆する事例でさえあったことが分かりました。さら

に言えば、中学生という年代の雰囲気を良く知っていればこそ、紹介できた語呂合わせだ

ったのではないかと推測されます。 
事件となった事実は以下のようなことでした。 
語呂合わせは疋田教諭が考えたものではなく、当時の別の学校の教員がつくり、市販の

学習テキストにも紹介されていたものでした。卒業生から、疋田教諭が以前に教えた別の

元素記号の覚え方が役に立ったというお礼の手紙をもらい、さらにその卒業生からその手

紙の中で、進学した高校の授業で別の覚え方も教えてもらったと紹介してもらったのが、

今回、被告が取り上げた｢語呂合わせ」でした。疋田教諭は、この卒業生とのやり取りを、

卒業してからも生徒たちとやりとりがあるという楽しい話題として紹介しながら、その卒

業生に教えてもらった「語呂合わせ」も、当時の小平５中の生徒たちに紹介したのでした。 
ところが当時、このプリントに対して匿名の批判 FAX（一人の生徒の親からということ

があとからわかりました）が一通、学校に届き、少し問題となりました。一時、疋田教諭

を批判するような大きな事件へと展開させる動きになりかけました。しかし、自分の親が

FAXを送付したと考えていた生徒が、このことを大きな問題にされることを深刻なまでに
嫌がり、結局、この問題事件とならずに収束しました。 
問題はその後で、このように収束したにもかかわらず、１年もたってから疋田教諭はこ

の問題で教育委員会に呼び出されることになりました。さらに、自分が校長に殴りかかっ

たという、嘘の報告を当時の小平５中の教頭が市教委に報告していたことが、市教委に呼

び出されたときに発覚しました。疋田教諭はその場でその報告が嘘であることを指摘しま

した。その上で、振りかざした拳を落とすところがないので、履歴には残らないから、口

頭での注意ということで、受けて欲しいと頼まれ、やむなく、その「注意」を受けること
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になったのだといいます。 
疋田教諭にとって、全く不本意な「注意」であり、ただただ、教育委員会の建前に翻弄

され、被害を被ったのです。 
今回、被告側が後出しでこのような事件まで持ち出してきたので、いかに不合理な理由

で、教員が無意味な｢注意」を受けているかということを、あえて公表できることになりま

した。 
 
４） 「体罰」認識の問題について 
 疋田教諭は今回の処分に大きく関わっている 2003 年 5 月に行ってしまった「体罰」に
ついて、当時、それを「体罰」とは考えておらず、「強度のスキンシップ」として、教育上

必要なこともあると認識していました。しかし、自分が行ったこの行為が、しばらくして、

大きく取り上げられる過程を経て、ついに、現場を離れて研修を受けることになり、改め

て、「体罰」、教育における暴力の問題について、深く学ぶ機会を得ることになります。そ

して、自分が行ったことが「体罰」であり、許されない行為であったことを自覚しました。 
 しかし、被告側は、疋田教諭が研修をへて、自分が行った行為が「体罰」であったと自

覚したと述べていることを、「嘘」だと主張しています。疋田教諭ははじめから「体罰」だ

と知っていて、確信犯のように、「体罰」を行ってきたというのです。そして今回、その証

拠だとして、疋田教諭が小平５中に赴任する前の前任校、東久留米西中にいた当時、東久

留米市内の別の中学校で「体罰｣事件が起こり、大きな問題となったこと、そして東久留米

市教育委員会が「体罰｣を問題として取り上げ、「体罰」を行わないように研修のためのパ

ンフレットをつくったとし、その資料を証拠書類として提示しました。 
 しかし、その資料を読んでいただければ分かるように、この資料での「体罰」認識は、

相変わらず「強い指導」と「体罰」の違い、などという説明を用いており、なお、「強度の

スキンシップ」は許されるという認識を覆すものにはなっていません。「体罰」が問題にな

って出された、研修テキストであるにも関わらず、なお、生徒との信頼関係があれば許さ

れるとも読み取られかねない文面になっています。 
 このようなテキストでは、教師が「体罰｣認識を改めることはできないと想像されます。

特に、教育委員会がこのような対応を当時とることになった事件（この事件に関する極表

面的な情報は、今回被告側が証拠資料として提出しています）の背景には、生徒会規則を

どう作っていくかという課題で、学校の教員間でも、生徒・保護者と教員の間でも多少の

対立があって、お互いの感情がこじれていたようです。「体罰」が常態化していたなかで起

きたことではないので異例の「刑事告訴」（疋田教諭の場合と類似）は、「暴力｣を伴ってし

まう指導がどうして問題なのかを、まっすぐに見つめるような理解にはなかなかつながら

ない、むしろ「下手に生徒に手をだすと『告訴』されるぞ」という、歪んだ警戒心を教師

に持たせ、他方で、「反抗的な生徒にどう対応すればいいのか、『強い指導』ならいいのか」

と思わせてしまう、そのような背景をもっていたのだと思います。 
 相互批判の関係を、どう「指導」の中に組み込んでいくのか、｢力」（物的・精神的－

評価等による）による「指導」ではなく、まさに、相互に批判しあいかつ支えあう関係を

教師と生徒、生徒間の間につくっていく、そういう教育を展開するための研修であれば「強

い｣指導と「体罰」の違いなどを説明するテキストは何の役にもたたないのです。やはり疋

田教諭はまだ当時はそのような「体罰」認識、そして、教育認識に止まらざるをえなかっ

たということを、今回の東久留米市教育委員会の「体罰」研修テキストは立証してくれて

いるとさえいえると思われます。 


